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受動喫煙の防止について、

職場における喫煙対策のため
のガイドライン
・喫煙室を設ける場合、可能な限
り非喫煙場所にたばこの煙が漏
れない喫煙室を推奨
・喫煙室等へ向かう気流の風速
を 上 職場 浮遊粉じ

基本的な方向性として、多
数の者が利用する公共的
な空間については、原則と
して全面禁煙であるべき。 受動喫煙の防止について、

規定なし
を0.2m/s以上、職場の浮遊粉じ
んの濃度を0.15mg/m3以下とす
る

して全面禁煙である き。
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官公庁 学校、体育館、病院、劇場、鉄道
駅、事務所、飲食店、旅館 等

・事業者
・労働者等

・利用者、学生
・職員等 ・関係会社の労働者等用者 ・労働者等・職員等

健康増進法 労働安全衛生法健康増進法

第２５条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の
多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用
する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境
において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を
防止するために必要な措置を講ずるように努めなければ

労働安全衛生法
第２２条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二から四 （略）

第２３条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等
の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者
の健康 風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない防止するために必要な措置を講ずるように努めなければ

ならない。
の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

第７１条の２ 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続
的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二から四 （略）


